
⾃動⾞事業においては、⽇常の業務遂⾏のための運転資⾦、継続的な研究開発活動、将来の事業拡⼤のための設備投

資、借⼊⾦の返済といった資⾦需要に応えるため、適切な流動性が必要です。

流動性は、⼿許資⾦、グループによるキャッシュフローの創出、または社外からの資⾦調達によって確保していま

す。2018年度末時点（2019年3⽉末）で⽇産の⾃動⾞事業における⼿許資⾦は13,096億円（2018年3⽉末時点で

は11,406億円）となりました。また⼿許資⾦に加え、2019年3⽉末現在で⾃動⾞事業の未使⽤のコミットメントラ

インは5,270億円となっています。なお、社外からの資⾦調達に関しては、資本市場での社債やコマーシャルペーパ

ーの発⾏、銀⾏からの⻑期や短期の借り⼊れおよびコミットメントラインの設定など、複数の調達⼿段を活⽤してい

ます。

⽇産は流動性リスク管理規程を制定しており、適切な流動性を確保すると同時に、負債の返済期限が集中してしまう

リスクを軽減しています。本規程においては最低限必要とされる流動性の額は、借⼊⾦の返済期限、将来発⽣する⽀

払い（配当、投資、税⾦など）、ピーク時の運転資⾦などの要素を考慮し客観的に定義されています。⽬標額につい

ては、主要な⽇本企業やグローバルな⾃動⾞会社とベンチマークを⾏っており、⽬標設定の前提条件が合理的である

ことを確認しています。

⽇産におけるリスク管理の状況について

⾦融市場にかかわるリスク

事業戦略や競争⼒維持にかかわるリスク

事業の継続にかかわるリスク

1�⾦融市場にかかわるリスク

1）⾃動⾞事業

1)-1 資⾦の流動性
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⽇産は、為替、⾦利、原材料価格といったさまざまな⾦融市場リスクにさらされています。デリバティブ（⾦融派⽣

商品）を利⽤してもすべての⾦融市場リスクを消滅させることは不可能ですが、⽇産は⾦融市場リスクを軽減するた

めに、特定の通貨および原材料に関するヘッジを機動的に⾏っています。

●外国為替

⽇産は、世界18市場で完成⾞の⽣産を⾏い、170以上の市場で販売しています。原材料や部品、サービスの調達も多

くの国で⾏っており、製造コストの通貨とお客さまに販売した通貨とが異なるため、⽇産もさまざまな通貨の為替変

動リスクにさらされています。為替変動リスクを軽減するための根本的な対策として、⽣産を現地化したり、原材料

や部品を外貨建てで購⼊したりしています。短期的な対策としては、リスク管理規程およびデリバティブ取引に関す

る業務規程に基づいてデリバティブを活⽤することにより、為替変動リスクを⼀定の範囲内に限定することもありま

す。

●⾦利

⻑期の投資や永続的な運転資⾦にかかわる資⾦調達は固定⾦利、通常の運転資⾦や流動性確保のためには変動⾦利と

いう2つの原則を基本⽅針としています。また、⾦利変動リスク回避のため、リスク管理規程およびデリバティブ取

引に関する業務規程に基づき、デリバティブ取引を⾏うこともあります。

●原材料価格

⽇産は、原材料を直接購⼊するほか、サプライヤーから部品という形でも購⼊しており、直接／間接購買にかかわら

ず、原材料価格の変動リスクにさらされています。

触媒に使⽤されている貴⾦属については、⽇産は技術⾰新によって使⽤量を減らす努⼒を継続的に⾏っており、価格

変動リスクを減らすことにもつながります。短期的な対策としては、⼀定期間、固定価格での購⼊が可能な場合には

固定価格での契約を⾏うこともありますし、また、リスク管理規程およびデリバティブ取引に関する業務規程に基づ

き、⼀定の範囲内でデリバティブを⽤いて価格変動リスクをヘッジすることもあります。

●有価証券

⽇産は、戦略的な理由や取引関係維持、キャッシュマネジメントなどの理由により市場性のある有価証券を保有する

場合があります。⽇産はリスク管理規程においてこうした取引に関する決裁権限を明確化するとともに、時価評価に

つき定期的な報告を義務づけるなどの措置を講じています。

1)-2 ⾦融市場
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⽇産は、販売会社や⾦融機関などさまざまな取引先と取引を⾏っており、取引先の債務不履⾏が発⽣するリスクなど

にさらされています。

⽇産は、国内外の営業債権については、与信判断基準に基づく取引条件を設定しています。これにより⽇産は、銀⾏

信⽤状や前受け取引など、適切な債権保全策を図ることができます。

また、銀⾏預⾦、資⾦運⽤やデリバティブなどの⾦融取引については、主に外部格付けのほか、さまざまな分析に基

づいた与信管理システムを構築して、取引先の信⽤リスクを管理しています。⽇産はそのような取引を各国の信⽤度

の⾼い⾦融機関のみを取引相⼿として取引を⾏っています。

⽇産は主に⽇本、⽶国および英国において、退職給付年⾦制度を整備しています。これら退職給付年⾦制度への資⾦

拠出の⽅針は、該当する規制によって求められている内容に沿って定期的に拠出することです。

給付債務と年⾦コストは、割引率や給与・賃⾦の増加率など多種多様な要因によって算出されています。年⾦資産は

債券や株式などさまざまな⾦融資産に投資されていることから、これらの資産は⾦融市場リスクにさらされていま

す。これらの資産の時価が下落すると、年⾦の積み⽴て不⾜の⾦額が増加し、現⾦による年⾦の掛け⾦拠出⾦額や年

⾦費⽤が著しく増加する可能性があります。

こうしたリスクを管理する⽅策として、年⾦制度の運⽤⽅針は、年⾦債務のプロファイルと⻑期の運⽤⾒通しに基づ

き、他のグローバル企業の年⾦制度の運⽤ポートフォリオに関するベンチマーク情報も参考にしながら決定されてい

ます。

さらに、⽇産はグローバルペンションコミッティを定期的に開催し、運⽤実績や運⽤機関のパフォーマンス、運⽤戦

略など、年⾦資産や債務にかかわる諸問題について議論を⾏っています。

1)-3 取引先の信⽤リスク

1)-4 年⾦
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⽇産は⽇本、⽶国、カナダ、メキシコ、中国、豪州、ニュージーランド、タイ、インドネシア、およびインドにおい

て、過半出資の現地⼦会社を設⽴し販売⾦融事業を⾏っています。加えて、ロシアでの販売⾦融（銀⾏）会社にも資

本参加しています。

これらの国では銀⾏その他の⾦融機関もまた⽇産⾞の顧客や販売会社に資⾦の貸付を⾏っています。また、欧州やそ

の他の地域においてはRCIBanqueをはじめ、いくつかの銀⾏や⾦融機関が顧客や販売会社に貸付を⾏っています。

⽇産では販売⾦融⼦会社における流動性を継続的にモニターし、借⼊⾦を返済したり事業活動を継続したりするのに

必要⼗分な流動性を確保できるようにしています。⽅針のひとつとして、可能な場合には負債側の期限を資産側の期

限と合わせること（マッチファンディング）を⽬標にしています。⽇産が事業を⾏っている国の中には⻑期の資本市

場が⼗分に発達していないケースもあり、常に完全に⼀致させた調達を⾏えるわけではありませんが、この⽅針によ

り、資本市場の事情によって⽇産が追加の借り⼊れができない状況になったとしても、期限の到来した借⼊⾦の返済

を問題なく⾏うことができます。

マッチファンディング⽅針に加え、販売⾦融における流動性リスクに対しては、現⾦や未使⽤のコミットメントライ

ンの保有、担保に⼊っていない資産（主にオートローンやリース）の活⽤、⾃動⾞事業で現⾦に余裕がある場合には

⾃動⾞事業からの資⾦融通、資⾦調達ソースの多様化・分散化といったいくつもの対応策を通じて管理しています。

2019年3⽉末現在、販売⾦融⼦会社の流動性（現⾦および未使⽤のコミットメントライン）は約9,225億円でした。

また、⽇産は担保付の調達（25.5%）と無担保の調達（74.5%）との健全な組み合わせにより、より強固なバランス

シートの実現と、担保に⼊っていない資産を活⽤した追加の流動性を確保しています。

下の円グラフは販売⾦融事業における分散化された資⾦調達の状況を表しています。2018年度においても⽇産は、

銀⾏からの借り⼊れ、資産の証券化、資産担保コマーシャルペーパー、コマーシャルペーパー、社債といった多様な

⼿段を通じて新たな資⾦調達をすることができました。

販売⾦融事業における資⾦調達⼿段（2019年3⽉現在）

2)�販売⾦融事業

2)-1 資⾦の流動性
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⽇産が⾏っている販売⾦融事業は⾦利の変動リスクにさらされています。これは販売⾦融⼦会社が保有する⾦融資産

から⼀定期間に受け取る利息収⼊と、調達した負債に対して同期間に⽀払う⽀払利息が、市場⾦利の変動によりそれ

ぞれ異なった影響を受けるために、販売⾦融⼦会社の持つ収益やポートフォリオ全体の価値を増減させるリスクを指

します。

⽇産では、さまざまな⾦利シナリオを⽤いた⾦利感応度分析によりリスクを測定し、事前に定めたリスク許容範囲に

収まるように資産と負債それぞれの⾦利更改のタイミングを調節しています。

なお感応度分析では、合理的と考えられる前提に基づいて分析を⾏っていますが、実際の⾦利変動はモデル上で仮定

した前提と⼤きく異なることも考えられます。

また⽇産では、⾦利変動リスクを望ましいレベルに維持するため、⾦利スワップなどの⾦融商品取引を⾏うことがあ

ります。こうした取引の主たる⽬的はリスクの軽減にあり、投機や⾦融収益の拡⼤を狙う⽬的で⾏うことはありませ

ん。

顧客向けオートローンやリース、在庫⾞両を担保にした販売店への⾞両購⼊代⾦の貸付などの融資業務は、経済情勢

や顧客の信⽤状況の変化などにより、顧客もしくは販売店からこれら債権の回収ができなくなるリスクにさらされて

います。

⽇産では審査から回収までのサイクル全体に対して適切なポリシーとプロセスを構築し、定期的にレビューを⾏い、

信⽤リスクの綿密な管理を⾏っています。

顧客に対する与信審査では、⼗分な情報を活⽤したスコアリングモデルに基づく丁寧な審査を⾏っています。具体的

には、顧客から得た情報や外部信⽤機関からの信⽤情報などを活⽤し、これまでの⽀払履歴、収⼊や債務残⾼などか

ら判断される⽀払能⼒、顧客の安定性、ファイナンス対象⾞両の担保価値や頭⾦の⾦額、⽀払期間などの取引条件を

総合的に勘案したうえで与信判断を⾏います。地域やリスクの特性に応じて、信⽤情報だけでなく、実地調査による

顧客の資産状況の把握や過去の当社との取引実績を考慮することで、データに表れないリスクの⼤⼩についても極⼒

織り込みます。

販売店に対する⾞両代⾦の融資限度額設定、限度額の変更、年度レビューは、各販売店の財務状況、販売店の内部格

付け、オペレーション評価、⾦額の妥当性、保証・担保などを考慮してコミッティ形式で決定しています。その際に

使⽤されている社内で構築された内部格付け基準は主要な財務指標とオペレーション評価を勘案しています。

顧客向けおよび販売店向けのスコアリングモデルはマーケット動向に合わせて定期的に⾒直しを⾏っています。いく

つかの国では貸出⾦利はスコアリングと連動しており、また、販売店向け在庫実地監査の頻度を決定します。

⽇産は、会計⽅針に基づき、回収不能⾒込み⾦額を適正に⾒積もり貸倒引当⾦を計上しています。実際の債権回収に

おいては国によって異なる対策がありますが、⽀払い実績評価や⾃動連絡システム、外部リソース採⽤など、あらゆ

る⼿段を講じて早期かつ最⼤限の回収を図っています。

2)-2 ⾦利リスク

2)-3 信⽤リスク
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⽇産が賃貸⼈となっているリース⾞両や残価据置型クレジットでは、契約満了時の残存価格を当社が保証しているも

のがありますが、満了時に当社に返却され、中古⾞市場などで売却したときの売却価格が契約残価を下回った場合に

損失をこうむる残価リスクを抱えています。

⽇産ではこれらのリスクを軽減するために、いくつかの対策をとっています。運⽤⾯では北⽶において第三者発⾏の

「Automotive�Lease�Guide」による将来の残価予想を契約残価の基準としており、⽇本においては過去の中古⾞価

格の変動を統計的⼿法により分析して得られる残価予測を⽤いることによって、客観的な残価設定を⾏っています。

また、新⾞販売奨励⾦の適切な管理、フリート（⼤⼝販売先）販売量の制限、あるいは認定中古⾞販売を含めた中古

⾞戦略を通じて、ブランド価値を⾼め、将来の中古⾞価格の維持に努めています。

⽇産では会計⽅針に基づき、定期的に最新の中古⾞相場の評価をし、残存価格の下落を⽰す事象が発⽣した場合には

必要に応じて適切な残価損失引当⾦を計上しています。

2)-4 残価リスク
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将来の商品ラインアップ計画に基づく⽇産の収益性の確保と継続的な成⻑をより確かなものにするため、将来のグロ

ーバルな市場変動や需要変動などの複数リスクシナリオに対して、⽇産の商品ラインアップ全体での収益性（COP）

へのインパクトを商品戦略策定プロセスの中でモニターしています。

＜リスクシナリオの例＞

1.�グローバル全体需要が急激に落ち込む

2.�セグメント間における需要シフトが、⽇産の経営計画の前提を⼤幅に上回る

3.�成熟市場から新興成⻑市場間への需要シフトが、⽇産の経営計画の前提を⼤幅に上回る

これらのリスクシナリオにおける影響を定期的にモニターし、⽇産の将来の収益性と継続的な成⻑を確保するために

定期的に商品ラインアップ計画のアップデートを実施しています。

また、これらリスクに対する商品ラインアップのロバストネス（変動に対する安定性）を向上させるため、商品戦略

策定時の主要な⽅針として、下記の対策をとっています。

2�事業戦略や競争⼒維持にかかわるリスク

1）商品戦略

各商品のグローバルな投⼊、市場への対応⼒強化により、個別マーケット変化のリスクに対応

台数拡⼤、商品の効率向上による損益分岐点の引き下げで、グローバルな需要変動への対応⼒を向上

幅広いお客さまのニーズやあらゆるセグメント・市場に対応できる、バランスのとれた商品ラインアップによる

特定の市場への偏りを排除
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中期計画｢Nissan�M.O.V.E.�to�2022｣の策定にあたり、品質およびお客さま視点を事業の基盤と位置づけ、数値⽬標

を設定して全社を挙げて推進しています。

それぞれの新型⾞プロジェクトでは、品質⽬標を達成するために、設計、⽣産準備、そして⽣産に⾄るプロセスにお

いて節⽬会議を設定し、各段階での品質⽬標を達成しているか、過去の不具合が再発しないように予防できている

か、新技術／新機構／変更点に対して想定し得るリスクへの対応ができているかを確認します。そして最終的に量産

移⾏判断会において、すべての課題がクリアされ、品質⽬標が達成できていることを確認したうえで、本格的な量産

を開始します。さらに出荷判断会においては、量産品質や市場側の準備状況も確認したうえで、その新型⾞を販売で

きるか否かの最終判断を下します。

このように、新型⾞として世に送り出す前に徹底した品質確認を実施し、かつ市場に出してからも常に品質情報を収

集して、問題があれば迅速に改善することで品質向上を図っています。万が⼀、安全上または法規不適合の問題が発

⽣した場合には、市場側と連携をとりながら、会社の経営とは切り離したプロセスで市場への対応を決定し、ただち

にリコールなどの必要なアクションを実施しています。そして発⽣した不具合は徹底的に内容を解析し、同じ不具合

を繰り返さないように⽣産中のクルマや開発中のクルマでの再発防⽌を図っています。

これらそれぞれの新型⾞プロジェクトでの品質保証や、⽇常的な品質改善活動に加えて、「品質リスクマネジメン

ト」のフレームワークを⽴ち上げ、運⽤しています。これは、現在進⾏中のもの、あるいは将来のプロジェクトの管

理をさらに確かなものにするために、より上位から俯瞰して、客観的に会社としてのリスクとリスクレベルを評価

し、レベルに応じて責任者を決めてフォローしていく仕組みです。担当役員を議⻑として、半年に⼀度、「品質リス

クマネジメントコミッティ」を開催し、リスク案件とリスクレベルの評価、責任者の設定を実施しています。

⾃動⾞業界は、排出ガス基準、燃費／CO2基準、化⽯燃料からの脱却、騒⾳、化学物質、リサイクル、⽔資源、⽣態

系や⾃然資本への影響など、環境や安全にかかわるさまざまな規制や社会的要求による影響をバリューチェーン全体

および世界のほとんどのマーケットで受けており、これらの規制はより⼀層厳格になってきています。⽇産は、こう

した要請に応え、マテリアリティ（経営に重要な影響を与える要因）評価の考えに基づき、⾃社の潜在的な機会とリ

スクを分析し、ステークホルダーと⽇産双⽅にとって重要なものを課題として設定し、環境戦略を策定しています。

気候変動に影響を与える温室効果ガスに関して、2015年に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）で

採択されたパリ協定では、世界の温室効果ガスの排出量をできるだけ早い時期にピークアウトし、21世紀後半には

⼈間の活動による温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを⽬指すとしています。クルマの使⽤時に排出される

CO2の量は、企業活動に伴う排出量に⽐較して著しく多く、バリューチェーン全体のCO2排出量の80%以上を占め

ることから、気候変動による規制リスク（温室効果ガスの排出規制強化による事業経営の影響）などが⽣じる可能性

があります。そこで⽇産はIPCCの第3次評価報告書に⽰された調査結果をもとに地球全体の気温上昇を2度に抑える

前提で独⾃の試算を⾏い、2050年までに新⾞からのCO2排出量を2000年⽐で90％削減するという⻑期ビジョンを

掲げており、気候変動による移⾏リスク（規制の強化や⽯油関連市場の縮⼩など、低炭素社会への移⾏によって⽣じ

るリスク）に対応する電気⾃動⾞（EV）「⽇産リーフ」の量産化を2010年に世界で初めて実現しました。

2）�製品の品質

3）環境問題・気候変動対応
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また2022年に向けてルノー・⽇産・三菱アライアンスとして、「電気⾃動⾞（EV）領域でのNo.1ポジション維持」

を⽬指し、各国政府や地⽅⾃治体などとゼロ・エミッションモビリティの推進、およびインフラ構築のための検討を

進めています。さらに、エンジン搭載⾞の燃費向上のための技術を継続して開発し、幅広く市場へ投⼊することで

CO2排出量の低減を推進しています。特に、e-POWER技術に代表される電動化や⾰新的な可変圧縮⽐ターボエンジ

ン、直噴エンジン、無段変速機（CVT）など、CO2排出量が少なく燃費性能に優れたクルマのラインアップを拡充

し、欧州や⽶国の燃費やCO2排出に関する厳しい規制に対応しています。また、気候変動のような不確実な将来事象

に起因するリスクと機会に対応するため、2度シナリオだけでなく、1.5度や4度など複数のシナリオを考慮したレジ

リエントな戦略を検討しています。

材料については、環境負荷物質の使⽤制限が各国で強化されています。⽇産は、環境負荷物質の管理強化、計画的な

削減、および代替を推進しており、科学的にハザード（危害要因）が認定された、またはそのリスクが⾼いと考えら

れる物質や、NGOがリスクを指摘している物質などを含めて検討した、⽇産独⾃の物質使⽤⽅針を2005年に制定し

ました。2007年よりグローバルに展開し、また2016年にはアライアンスとして共通した技術標準を発⾏し、各国の

法規よりさらに厳密な統⼀的基準で環境負荷物質の使⽤を制限しています。この⽅針に基づき、使⽤を禁⽌または管

理する化学物質を規定し、開発初期段階から⽇産⾞に使⽤される原材料、部品、⽤品にまで適⽤しています。

新興国の経済発展に伴い、鉱物資源や化⽯資源の需要は継続して拡⼤しています。また電動化で採⽤の拡⼤が予想さ

れるモーターやバッテリー⽤途の鉱物資源も含め、資源の有限性の観点からだけでなく、採掘時に⽣態系へ及ぼすさ

まざまな影響からも、省資源化や資源循環を推進してバージン材料の使⽤量を削減し、また⽣態系への影響がより少

ない資源を調達することが重要となっています。⽇産は2022年に⽣産するクルマに使⽤する原料のうち30％を新規

採掘資源に頼らない材料に代替することを⽬指し、ライフサイクルに配慮し、軽量化、希少資源の使⽤量の削減、廃

棄物の削減、再⽣材の採⽤拡⼤などを推進しています。さらに、クルマと部品の再利⽤機会を最⼤化するためリビル

ド、リマニファクチャリング、リユースの拡⼤を進めます。

⾃動⾞メーカーにとって、⼤気汚染は気候変動や渋滞などとともに、特に都市部における課題の1つであり、解決に

貢献すべく課題に向き合う必要があります。

「⽇産リーフ」をはじめ、⾛⾏時に排出ガスを全く排出しないEVの普及は、都市部における⼤気汚染の改善に有効

な⼿段となります。⽇産はそのリーダーとして各国政府、地⽅⾃治体、電⼒会社などをはじめとするさまざまな業界

の団体とパートナーシップを締結しながら、ゼロ・エミッションモビリティの推進およびインフラ構築のための検討

を進めています。

⼀⽅で、クルマの⽣産⼯場から排出される物質としては窒素酸化物（NOx）、硫⻩酸化物（SOx）、揮発性有機化合

物（VOC）が代表的ですが、⽇産ではこれらを含め⼤気に放出される物質に関する管理基準と仕組みをグローバルに

徹底し、使⽤量と排出量の双⽅を低減する活動に取り組んでいます。また、各国の法規に対しても、より⾼いレベル

での対応を⽬指しています。

また、世界的な⼈⼝増加や経済発展による⽔使⽤量の増加に加え、気候変動による氷河の減少や降⽔量の変化によ

り、⽔資源問題は重要な課題となってきています。⽣産⼯程などにおいて⽔資源を利⽤している⽇産は、この問題の

重要性を深く認識し、使⽤量の削減ならびに排⽔の再利⽤、徹底した排⽔の⽔質管理といった取り組みを世界各地の

⼯場などで進めています。

⽇産とルノーの購買部⾨は、サプライヤーとの取引上の考え⽅をまとめた「The�Renault-Nissan�Purchasing

Way」や「ルノー・⽇産サプライヤーCSRガイドライン」に基づき、サプライチェーン・マネジメントを⾏っていま

す。  
9



また、⾃動⾞の部品・資材のサプライヤーにおける環境⾯での取り組み基準を「ニッサン・グリーン調達ガイドライ

ン」として運⽤しており、2018年にはサプライヤー独⾃の環境活動の促進を、2019年には環境負荷物質マネジメン

トに関する規定強化を追加しました。また、2012年度からセミナーなどの機会を通じて継続的に、CO2排出量やエ

ネルギーなどの環境データの報告や環境負荷物質管理、資源循環、節⽔への対応状況の報告および環境負荷低減をサ

プライヤーに依頼し、サプライヤーとともにバリューチェーン全体の環境負荷低減を促進しています。

このように、⽇産は法規制を遵守することはもとより、企業の社会的責任として⾃主的により⾼い⽬標を掲げ取り組

んでいます。多様化する環境課題に対応しながら、包括的な環境マネジメントをグローバルに推進するため、取締役

が共同議⻑を務めるグローバル環境委員会（G-EMC：Global�Environmental�Management�Committee、年2回実

施）および世界6地域における環境委員会（EMC）を通じて、活動の進捗確認と、全社的な⽅針や取締役会への報告

内容の決議などを⾏っています。

グローバル環境マネジメントのフレームワーク

組織体制図
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⽇産は世界中のグループ会社で働く者を含むすべての従業員を対象として「⽇産グローバル⾏動規範」を策定し、e-

ラーニングなどの教育プログラムを充実させることでその周知徹底を図っています。法令・倫理の遵守状況は各地域

およびローカルレベルのコンプライアンス委員会がチェックし、「グローバルコンプライアンス委員会」に報告して

います。また、グローバルで統⼀した内部通報制度を導⼊することにより、コンプライアンス違反の疑いのある⾏為

などについての従業員からの通報を、⽇産のマネジメントに伝えることを可能にしています。

その他にも、「グローバル内部者取引防⽌管理規程」「個⼈情報管理規程」「情報セキュリティポリシー」「⽇産グ

ローバル賄賂防⽌ポリシー」などの社内規程を整備し、そうした社内規程や重要な法令の遵守について、社内教育・

研修プログラム・啓発活動を実施することで、コンプライアンス違反の未然防⽌に取り組み、レピュテーションに関

するリスクの予防に努めています。

4）コンプライアンスとレピュテーション
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⽇産では⼤地震を想定したリスク対応として、⽇本国内において震度5強以上の地震が発⽣した場合やその他の⾃然

災害により事業活動へ影響を及ぼす甚⼤な被害が発⽣した場合は、初動対応チーム（全社災害対策本部の主要組織が

メンバー）が動き、情報を集め、次のアクションを決めていきます。必要に応じて全社災害対策本部および事業所対

策本部を⽴ち上げるとともに、安否の確認、被災状況確認と事業継続に向け動くことになります。

また、社内の全組織において⾃部署の優先業務を洗い出し、事業を継続するための対応策について事前に決めておく

など事業継続計画（BCP：Business�Continuity�Planning）に対応した取り組みも、サプライヤーと協働し実施し

ています。策定後も、PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルを回しながらBCPの⾒直しを毎年、実施していきま

す。

3�事業の継続にかかわるリスク

1）⼤規模災害の対応策
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⽇産の対応組織（地震）
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＜⼤地震時の対処⽅針＞

1.�⼈命第⼀（安否確認システムの活⽤）

2.�⼆次災害の防⽌（⾃衛消防体制、防災⽤備品の完備、防災情報の提供など）

3.�迅速な⽣産事業復旧と事業継続（ハード対策と応援体制およびBCP策定）

4.�地域社会への貢献（近隣地域・企業との連携⽀援、⾏政との協⼒体制、物資などの提供）

全社災害対策本部および事業所対策本部は、⼤地震を想定したシミュレーション訓練を毎年実施し、本部および各

係、担当が機能でき、実際にアクションがとれるか検証するとともに、課題を明確にしたうえで対応策を⾒直し、有

事に備えています。

2011年3⽉11⽇に発⽣した東⽇本⼤震災では、これまでに実施してきたシミュレーション訓練の成果を発揮し、初

動対応チームが中⼼となってスムーズに全社災害対策本部および各事業所対策本部を⽴ち上げるとともに、安否の確

認、被災状況の確認を迅速に実施しました。

また、対処⽅針のひとつである「地域社会への貢献」に基づき、帰宅困難者の受け⼊れや被災地への⽀援なども、速

やかに⾏いました。

事業復旧の段階においては、対策本部および機能ごとの対策チームが常に最新の情報を共有化し、災害後の⽣産・事

業再開に向けた課題・対策を全社が連携して検討・実⾏することで、部品供給、⽣産、物流、販売、サービスなどサ

プライチェーン全体の復旧を効果的に実施しました。

東⽇本⼤震災後も、以下のような訓練に取り組んでいます。

年度 訓練内容 出来事

2011
東⽇本⼤震災対応の振り返り

シミュレーション訓練（振り返りで顕在化した課題の織り込み）

2012 シミュレーション訓練（三連動地震を想定）

2013 シミュレーション訓練（⾸都直下型地震を想定） 12⽉�政府が⾸都直下地震の被害想定発表

2014 シミュレーション訓練（⾸都直下型地震を想定）

2015 シミュレーション訓練（⾸都直下型地震を想定）

2016
初動訓練（休⽇夜間を想定）

シミュレーション訓練（三連動地震を想定）
4⽉�熊本地震

2018年度には、⻄⽇本豪⾬、⼤阪府北部地震、北海道胆振東部地震など、⼤規模災害が頻発しましたが、地震のみ

ならず⽔害などのリスクに対して、三菱⾃動⾞とも連携しながら、被災地への物資⽀援やサプライヤー復旧⽀援を実

施しました。また2016年度のシミュレーション訓練で出た課題および昨今の⼀連の災害を踏まえて、発災から⼀週

間程度（⽣産再開時期の⾒極め）をメニューとしたシミュレーション訓練を実施しました。

訓練で顕在化した新たな課題への対応や、⾏政機関発表の想定地震規模変更への対応など、テーマを定めた訓練によ

り、今後もPDCAサイクルを回して災害対策を進めていきます。
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⼀⽅、グローバルでの災害リスクへの対応については、アライアンスベースで連携できる体制となっており、グロー

バルで実際に発⽣した災害について、SNSを使って迅速に情報を共有し、適宜サポートを⾏っています。

2009年4⽉のH1N1型インフルエンザ発⽣を契機に、グローバルで感染予防・拡⼤防⽌に関する基本ポリシーを定

め、各リージョンにて対応チームを組織化することにより、具体的活動を進めています。

感染状況については、各リージョンの対応チームからレポートされる仕組みが確⽴されており、グローバルでのモニ

タリングが可能となっています。

グローバルポリシーでは、①⼈命第⼀、②感染拡⼤の防⽌、③事業継続を基本理念とし、感染予防・拡⼤防⽌策を進

めてきました。

具体的な取り組みとしては、従業員⾏動ガイドラインを策定し、従業員、会社および職場がとるべき対応を明⽂化す

ることにより、感染時対応の周知徹底を図っています。

また、社内の各業務領域においてBCPを策定し、感染状況に応じたBCP発動基準のもと、感染ピーク時において事業

が継続できるよう対応準備を図りました。

組織改正や異動に伴う対応チームメンバーやBCPの更新、感染予防に向けた啓発活動、医薬衛⽣品の備蓄などの活動

に関する基本サイクルを確実に回すことにより、強毒性インフルエンザなどに備えています。

⽇産の⽣産部⾨では、⽣産の3要素に対する各種リスクを鑑み、さまざまな対策を進めてきました。特に⾃然災害へ

の備えとして、⼤規模被災時の⽣産再開⽇程を2週間と定め、そのために必要な対策を洗い出し、継続的な地震のハ

ード対策（建屋・設備の耐震／補強⼯事）、被災後の復旧時間を短縮するための復旧マニュアルの整備やBCPシミュ

レーション訓練の定期的な実施、海外拠点での⽣産継続を視野に⼊れた部品輸出業務のBCP策定など、グローバルで

の⽣産継続のための対応⼒強化を図っています。

また⽣産のグローバル拡⼤に伴うリスクへの対応として、⽇産グローバル各拠点での⽣産継続への影響の⼤きいクリ

ティカル（重点）設備を特定。設備管理ノウハウをグローバル標準化した設備の維持管理ガイドの徹底による予防保

全の強化に取り組むと同時に、万が⼀の故障発⽣時のバックアッププランを策定し、⽣産への影響を最⼩限にとどめ

る備えも⾏っています。

⼀⽅で、増加している新興国からの部品調達におけるリスクへの対応も、さらなる市場拡⼤のためには⾮常に重要に

なります。⽇産では、サプライヤー選定前監査・選定後の改善⽀援、⽣産準備フェーズでの品質監査ならびに量管理

プロセス評価の実施、量産段階での⽣産・物流の各ポイントでの品質確認による流出防⽌、源流対策につなげる活動

の強化により、グローバルでの市場拡⼤と成⻑に備えています。これらの活動を効率的・効果的に推進するために、

プロセスや評価の改善のためのツール・プロセスをグローバルに標準化するとともに、各主要地域（北⽶、欧州、中

国、⽇本、タイ、インド、ブラジルなど）でのサプライヤーリスクマネジメント組織に適⽤していくことで、部品供

給リスクを未然に防ぐ体制を強化しています。

2）新型インフルエンザ対策

3）⽣産の継続のための対応
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また、増加しているサイバーアタックを未然に防ぐ、また発⽣時に⽇産への影響を最⼩限にするといったことも重要

になっています。⽇産では、⽣産⼯場のあらゆる設備やPCを把握しその状態を管理すると同時に、その設備に対し

てアンチウィルスを導⼊したり、ライフサイクルの⾒直しを実施することでリスクを事前に回避しています。また万

が⼀サイバーアタックが発⽣した場合でも被害を最⼩限にするための初動対応チームやBCPのシミュレーション訓練

を定期的に実施しています。
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サプライチェーンにおける供給リスクを最⼩限に抑えるため、⼤災害発⽣時のみならず、⽇常的に起こるリスクに対

し、⽅策の策定と実⾏フォローを⾏っています。

1.�リスクの特定とリカバリープラン策定

⾃然災害などのリスクやシングルソースのリスクを特定し、リスクエリアにあるサプライヤーやリスクの⾼い部品に

ついて⽣産復旧の計画をサプライヤーと策定し、最新の状態への更新を進めています。

2.�サプライチェーンの⾒える化

⼤地震の際、サプライヤーの被災状況を把握し、影響の⼤きいサプライヤーに対し迅速な復旧⽀援を実施して、⽇産

⾞の早期⽣産復旧につなげるために、サプライヤーとその構成品・材料・カスタムICなどを含めたサプライチェーン

のデータベースを構築し、最新の情報に更新しています。

3.�サプライヤーBCPレベルの底上げ

サプライヤー現場訪問、ベンチマーク事例の紹介を実施しています。さらに、サプライヤーのBCP体制・活動評価を

⽬的とした「BCPチェックリスト」による調査と評価結果の通知、およびフォロー活動を実施しています。この調査

では、従来の地震・津波に加え、洪⽔、労働ストライキ、サイバーアタック、テロリズムのリスクに対する調査を追

加し、グローバルベースで調査地域を拡⼤しました。

4.�サプライヤー財務状況の確認

サプライヤーの財務状況を、ルノー、三菱⾃動⾞と協働してグローバルで定期的に確認し、健全な経営の維持に向け

た緊密なコミュニケーションを⾏っています。

4）サプライチェーンの継続

●BCPの推進
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1.�グローバル保険管理の考え⽅

⽇産では、事故や災害発⽣時に備え⾃家保有、保険による外部転嫁などを組み合わせてグローバルベースでリスク管

理を⾏っています。

リスク管理コストを最⼩化するため、グローバル保険管理は、以下の⽅針に従い⾏っています。この⽅針に基づき、

近年発⽣している予測不可能な災害による損害は、適切にカバーされています。

2.�グローバル保険プログラム

保険契約については、保険料コスト削減とグループ全体または地域をまたがって発⽣するリスクを集中的に管理する

ために、主要保険種⽬に関してはグローバルプログラムを導⼊し、グローバル本社財務部が⼀括して、保険条件・内

容の決定、保険会社との交渉を⾏っています。契約先保険会社は、戦略上重要なパートナーであり、リスク分散も考

慮し、⽀払能⼒が⼗分なグローバル保険会社を選定しています。グローバルプログラムの実施により、以下のリスク

がカバーされます。

5）�リスクファイナンスと損害防⽌活動

事故の発⽣頻度が⾼くかつ発⽣しても損害が軽微なリスク

‣連結ベースで保有可能なレベルまで⾃家保有

予測不可能で、発⽣頻度は限られるが、損害が巨⼤となるリスク

‣財務的な影響が保有可能なレベルを超える部分については、外部保険会社との保険契約によりカバー

所有資産の物的損害および災害による事業中断損害

所有資産に対する物的損害をカバーするのはもちろんのこと、災害による事業中断リスクや、部品・製品の国際的

な相互供給体制拡⼤に伴う部品供給停⽌による構外利益損害についても考慮し、保険内容を決定しています。全世

界の重要な取引先サプライヤーを特定することにより、部品供給網の中断により発⽣する損害についても⼗分に

カバーする保険を⼿配しており、保険カバーの限度額については、外部専⾨家の調査をもとに予想最⼤損害額を

算出したうえで、保険市場の引き受け能⼒も勘案しながら決定しています。

また2011年度より、アライアンスパートナーであるルノーと共同で、保険条件の決定、保険会社との交渉を⾏う

ことにより、さらなる保険プログラムの条件向上、効率化を実現しました。新たに2017年度よりアライアンスパ

ートナーである三菱⾃動⾞へプログラムを拡⼤しています。

商品⾞の物流および保管中の損害

部品・製品の国際的な相互供給体制拡⼤によって複雑化した商流・物流を効率的にカバーしています。

さらに地理的に分散したリスクをグローバルで⼀本化してカバーすることにより、保険成績の安定化、事故デー

タの⼀元管理を図っています。

本保険も2011年度よりシナジー効果を最⼤限に⽣かし、ルノーと共同で保険条件の決定、保険会社との交渉を⾏

うことにより、保険プログラムの条件向上、効率化を実現しました。新たに2017年度よりアライアンスパートナ

ーである三菱⾃動⾞へプログラムを拡⼤しています。

賠償責任（製造物責任および業務遂⾏や所有・管理する施設が原因となる偶発的な事故による賠償責任[⼀般賠償

責任]を含む）

会社の防御戦略とグローバルに整合性のとれた対応を⾏うため、また全世界で⼀貫した保険カバーを低廉な保険

料で⼊⼿するために、本社主導で、地域の賠償責任の法制度、慣習などの特性に合わせたプログラムを導⼊してい
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3.�グループ内保険会社の活⽤

これらの保険プログラムにおいては、連結ベースで効率的にリスクを⾃家保有するため、⽇産のグループ内保険会社

を活⽤しています。これにより、

というニーズを満たすことが可能となります。

4.�損害防⽌活動への取り組み

保険成績を改善し保険料削減につなげるため、これまでも損害防⽌活動を⾏ってきましたが、グローバルプログラム

の構築で低廉となった保険料を維持するため、グローバルでより積極的に取り組んでいます。

⽇産の損害防⽌活動の例としては、外部専⾨機関によるリスク監査と改善提案の実施、台⾵接近時の対応マニュアル

の整備、ひょう害対策のためのへイルネット設置などがあります。

ます。

グループとして必要最⼩限の保険のみ購⼊

グループ各社に対しては、必要な保険カバーを提供

⾃家保有限度額内の事故に関しても、事故データの収集・分析が可能
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